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往診体制の強化(複数の陽性者が発生している施設への対策)

✓ 複数の陽性者が発生している高齢者施設などに対する往診体制を強化

✓ 入居者を施設内で往診治療し、重症化リスクの高い患者の入院者数を抑制

新

老人ホーム等の
高齢者施設など

入院調整
本部

往診支援班
(当初3名体制) 往診可能な

診療所等

① 施設ごとの発生
状況確認

③ 往診依頼

容体急変時や副作用発生時は、投与医療機関に連絡

⑤ 往診報告

⑥ 往診状況共有

② 往診に行く旨
連絡

▪１月22日に、入院調整本部内に新たに往診支援班を設置（３名体制でスタート）

▪同一施設から２人以上の入院調整の依頼があった先を対象

④ 往診(中和抗体薬・経口薬投与、経過観察など)

③ 往診依頼の
情報共有

概 要

保健所

老人ホーム


